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様式第３ 

会  議  録 

会   議   名 
令和元年度 自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会   

第２回（専門部会）権利擁護部会 

議題及び議題毎の

公開又は非公開の

別 

議題 

１ 部会長の選出について 

２ 障がいのある方への虐待の事例について 

３ 障害者差別解消法の周知活動について 

日       時 
令和元年１１月１９日（火） 

午後１時３０分から午後３時まで 

場       所 市役所高層棟５階 ５１２会議室 

出 席 委 員 

部会長 中野 徹也  副部会長 倉前 博幸 

知久 たい子     藤井 美智子 

五十嵐 孝子     金剛寺 守 

鈴木 勝己      平井 賢吾 

磯部 恵子      川嶋 文和 

鈴木 和子      平野 裕  

松﨑 吉洋   

欠 席 委 員 
丸野 惠美      松本 尚史 

柳下 信雄 

事   務   局 

小林 智彦（障がい者支援課長） 

齋藤  剛（障がい者支援課相談支援係長） 

伊藤亜有美（障がい者支援課相談支援係主任主事） 

森本 晃司（障がい者支援課計画係主任主事） 

傍   聴   者 無し 

議   事 

令和元年度自立支援・障がい者差別解消支援地域協議会第２回

専門部会（権利擁護部会）の会議結果（概要）は、次のとおり

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１  開会 

 

令和元年１１月１９日午後１時３０分、開会した。会議録作成

のため録音機を使用することの了解を得た。丸野委員、松本委

員、柳下委員が欠席することを報告 

 

２  議題 
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障がい者支援課長 

 

 

 

 

 

 

 

藤井委員 

 

 

 

 

知久委員 

 

 

障がい者支援課長 

 

中野委員 

 

 

障がい者支援課長 

 

 

 

 

障がい者支援課長 

 

 

 

 

 

 

伊藤主任主事 

 

中野部会長 

 

 

相談支援係長 

 

 

議題１ 部会長の選出について 

 

現在、部会長が不在のため、まず部会長を選出したい。当市で

は、今後手話言語条例とコミュニケーション支援条例という二

つの条例を制定予定であり、両方とも人権擁護の考え方が基に

なっている。条例を制定、運用するに当たり権利擁護部会にお

ける現場の声は非常に重要と考えているため、部会の運営につ

いて御協力をお願いする。互選により部会長を選出したいと思

うが、推薦したい方はいるか。 

 

中野委員を推薦する。地域活動支援センターきらりでは野田市

社会福祉協議会との交流が多く、その中で中野委員は信頼でき

る方と感じている。先日も成年後見制度の啓発に関する講演で

お世話になった。 

 

同じく中野委員を推薦する。手をつなぐ親の会においても、中

野委員には非常に助けられている。 

 

中野委員が推薦されたが、中野委員としてはどう考えているか。 

 

委員の皆様からの推薦ということであれば、務めさせていただ

きたいと思う。 

 

中野委員を部会長とすることに賛成の委員は、拍手をお願いす

る。 

 

＜一同、拍手＞ 

 

一同賛成のため、部会長を中野委員とし、以降の進行をお願い

する。 

 

＝中野委員が部会長席へ＝ 

 

議題２ 障がいのある方への虐待の事例について 

 

議題２の虐待認定事案について、説明を行う。 

 

喫緊の危険がなくなった後も継続して管理している案件につい

て、その後はどのように対応しているか。 

 

障害福祉サービスを利用している方がほとんどのため、定期的

に相談支援専門員や関係事業所等の職員に現状を確認し、状況

に応じて各事業所等と連携して対応している。 
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中野部会長 

 

 

相談支援係長 

 

金剛寺委員 

 

 

相談支援係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

森本主任主事 

 

中野部会長 

 

鈴木和子委員 

 

 

 

 

平野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報により関係者に対し聞取りを行う際は、市の職員が必ず立

ち会うのか。 

 

必ず市のケースワーカー二人が対応することとしている。 

 

養護者虐待について、虐待してしまった家族に対してどのよう

な対応をしているか。 

 

養護者虐待の案件については、養護者の負担が大きいことで虐

待をしてしまう場合が多い。そのため、市では虐待行為の責任

を追及することはなく、養護者自身が抱えている問題について

聞取りを行うなどして信頼を築き、必要なサービスが受けられ

るよう調整して養護者の負担を軽減していく方針で対応してい

る。 

 

議題３ 障害者差別解消法の周知活動について 

 

議題３について、会議資料により説明を行う。 

 

議題３について、質問、意見等はあるか。 

 

人権・男女共同参画推進課で令和２年１月に人権出前講座を実

施するので、障害者差別解消法に関するパンフレットの配布等

ができる。その他にも人権に関する催しを予定しており、その

際に啓発活動が可能なので、必要に応じて御相談いただきたい。 

 

人事課では、市職員を対象とする研修で障害者差別解消法や法

に基づく野田市職員対応要領について毎年度周知活動を行って

いる旨を報告する。 

 

３  閉会 

今後の開催予定について説明を行う。その他は特に意見がなか

ったため、午後３時、閉会を宣言した。 

 

 


